
A 　　　B C D E F Ｇ H I

NO 基本方針 基本施策 施策 計画
R3年度までの

取組状況
R4年度

取組実績
R5年度

取組予定
R5以後概ね５年間
で取り組む事項

1
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（1）自動車
利用の抑制

公共交通機関の利
用

ノーマイカーデーを設定し、
マイカーから公共交通や自
転車への移行を促進します。

・H22年度からH27年度まで、4月～
11月の毎月第3金曜日をノーマイ
カーデーとして設定し、実施しまし
た。

・取組はありませんでした。

・公共交通機関の整備状況、
今までの実施状況などから実
施は難しく、取組予定はありま
せん。

・公共交通機関の整備状況や
通勤に使える運行形態ではない
現状では、当地域にはなじまな
い取組であり普及は難しい状況
です。

環境交通課

2
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（1）自動車
利用の抑制

2㎞以内のマイカー
通勤の自粛

マイカーから自転車・徒歩へ
の移行を促進します。

・片道2㎞以内の通勤者について
は、駐車場使用不許可、通勤手当
不支給の対応をしています。

・前年度までの取組を継続して
います。

・これまでの取組を継続してい
きます。

・これまでの取組を継続し、自転
車・徒歩の通勤を推進します。

環境交通課

3
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（1）自動車
利用の抑制

エコドライブの実
施

エコドライブの推進に努め、
その一環としてアイドリング
ストップ運動や低燃費走行の
推進運動を実施します。

・庁内掲示板で実施を呼びかけま
した。

・11月の新潟県エコドライブ運
動重点実施期間に合わせ、庁
内掲示板で実施を呼びかけま
した。

・庁内掲示板で積極的な取組
を呼びかけます。

・引続き庁内掲示板で積極的な
取組を呼びかけます。

環境交通課

4
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（1）自動車
利用の抑制

県庁出張時の公用
車相乗り

県庁出張時は複数名乗車に
よる公用車で出張します。

・公用車使用内規を作成し職員に
周知しました。
・公用車予約システム登録の際、
行先明示により相乗りを促進しま
した。

・内規に基づき実施しました。
・複数名で研修に参加する場
合は、相乗りをするよう周知し
ました。

・内規に基づき実施します。
・複数名で研修に参加する場
合は、相乗りをするよう周知し
ます。

・内規に基づき実施します。
・複数名で研修に参加する場合
は、相乗りをするよう周知しま
す。

総務課
財政課

5
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（2）低公害
車・低燃費
車の導入促
進

公用車を計画的に
低公害車・低燃費
車に切り替える。

軽自動車は15年、普通車は
20年使用後に買い替えるも
のとし、基本的に購入時点で
最高レベルの排ガス基準・低
燃費基準達成車を購入して
いきます。

・可能な限り、排ガス基準・低燃費
基準を購入仕様に示してきました。
・Ｒ元年度　低公害・低燃費軽自動
車2台を購入
・Ｒ2年度　低公害・低燃費軽自動
車2台を購入
・Ｒ3年度　低公害・低燃費軽自動
車2台を購入

・車両入れ替えに伴いハイブ
リッド車2台を購入しました。

・車両の更新計画に基づき購
入を進めます。
・長距離運行用はハイブリッド
車等の低公害・低燃費車を、近
隣運行用は低公害・低燃費軽
乗用車を基本に購入します。

・電気自動車又はプラグインハ
イブリッドカー（直接充電可能な
ハイブリッドカー）の導入検討を
行います。
・販売車種のうち最高レベルの
排ガス基準・低燃費基準達成車
を購入仕様とします。

財政課

6
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（3）灯油等
流出事故防
止の徹底

注意喚起の実施
注意文の配布、庁内掲示板
への掲載をします。

・庁内掲示板による注意喚起を行
いました。

・所属長を通じて注意喚起を
実施しました。

・庁内掲示板による注意喚起を
実施します。

・庁内掲示板による注意喚起を
行います。

環境交通課

7
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（3）灯油等
流出事故防
止の徹底

各施設に給油ス
トッパーの設置

各施設に給油ストッパーの
設置をします。

・庁内掲示板で設置検討を要請し
ました。

・取組はありませんでした。 ・取組予定はありません。
・市有施設への設置を検討しま
す。

環境交通課

市自らの行動計画（H25年度改定） 具体的取組（進捗状況）

資料№２-１

担当課

（３）南魚沼市環境行動計画の進捗状況について（市自らが１事業所としての行動計画）
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8
①健康で安全
な生活環境を
つくる

（4）地盤沈
下対策

地下水以外による
融雪方式の導入

新エネルギーを利用した融
雪方式の導入を推進します。

・市有施設において地下水熱利用
による屋根融雪実験を実施しまし
た。（H25～H27）
・先進地視察を実施しました。
・南魚沼警察署新庁舎の地中熱融
雪設備の設置計画について、県警
本部と情報共有しました。（Ｒ3）

・南魚沼警察署新庁舎の地中
熱融雪設備導入に係る性能調
査を見学し、市有施設への導
入検討の情報収集を行いまし
た。

・民間事業者からの情報を収
集します。
・南魚沼警察署新庁舎への地
中熱融雪設備の性能等の情報
を収集します。

・民間事業者や他の期間の情
報を収集し、市有施設への導入
の可能性を検討します。

環境交通課

9
②豊かな自然
と共に生きる

（1）鳥獣被
害対策

職員の狩猟免許取
得の奨励

職員の狩猟免許取得を促進
します。
目標6人（各地域2人）

免許取得実績
・H25 １人、H27 1人、H28 1人、
H30 1人、Ｒ元 0人、、Ｒ2 0人、
Ｒ3 0人

・狩猟免許取得者　0人
・取得者累計4人
　達成率　4人/6人＝67％
（内訳）大和地域　0人
　　　　六日町地域　3人
　　　　　（内1人は罠免許のみ）
　　　　塩沢地域　1人

・庁内掲示板で取得を呼びか
けます。

・職員の狩猟免許取得を奨励し
ます。

環境交通課

10
③持続と環境
のまちをつく
る

（1）ゴミを出
さない体制
づくり

紙使用量の削減

・コピー機使用量
　目標：R7年までに
　　　　 対基準値比5％削減
・コピー用紙購入量
　目標：R7年までに
　　　　 対基準値比10％削減

・庁内掲示板でコピー用紙使用削
減に向けた取組を呼びかけまし
た。
・機密書類のシュレッダー化を行
い、資源ごみとして回収しました。

・庁内掲示板でコピー用紙使
用削減に向けた取組を呼びか
けました。
・R3年度実績値
　コピー機使用量
　　対基準値比　11.0％増加
　コピー用紙購入量
　　対基準値比　  9.6％増加
・機密書類のシュレッダー化を
行い、資源ごみとして回収して
います。（財政課）

・庁内掲示板でコピー用紙使用
削減に向けた取組を呼びかけ
ます。（財政課）

・コピー機使用量削減
・電子データ印刷の自粛
・コピー用紙使用量削減
・ミスコピー等廃紙の再利用
・可能なものの両面印刷励行
・計画的な全戸配布文書発送

環境交通課
財政課

11
③持続と環境
のまちをつく
る

（2）リユー
ス・リサイク
ルの推進

エコマーク商品や
リユース商品の購
入

H20年4月適用の「南魚沼市
グリーン購入基本方針」に基
づき、消耗品、備品、役務お
よび公共工事などの物品購
入にあたり、環境への負荷
が少ない製品を優先的に購
入します。

・基本方針を策定しました。
・グリーン購入法適合商品を優先
的に契約し購入しました。

・紙類、事務用品及び作業服
の単価契約において、グリー
ン購入法適合商品（グリーン
マーク再生紙、エコマーク認定
品）を採用し、購入しました。

・「南魚沼市グリーン購入基本
方針」に基づく調達方針に沿っ
て、グリーン購入法適合商品を
優先的に契約し購入します。

・「南魚沼市グリーン購入基本
方針」に基づく調達方針に沿っ
て、グリーン購入法適合商品を
優先的に契約し購入します。

財政課

12
③持続と環境
のまちをつく
る

（2）リユー
ス・リサイク
ルの推進

リサイクル業者の利
用

個人情報入り書類はシュレッ
ダーにかけ、リサイクル業者
へ引き渡します。

・庁内掲示板で取組を呼びかけま
した。

・個人情報書類はシュレッダー
にかけ、リサイクル業者へ引き
渡しました。

・庁内掲示板等で取組を呼び
かます。
・個人情報入りの書類分別の
義務付けを行います。

・庁内掲示板等で取組を呼びか
けます。

財政課
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13
③持続と環境
のまちをつく
る

（3）省エネル
ギーの推進

消費電力の削減

・不要な照明・電源の消灯
・冷房28℃・暖房　20℃
・クールビズ、ウォームビズ
・グリーンカーテン設置

・冷房では、電力デマンドコント
ローラーを設置し使用電力を監視
しました。
・暖房では、温度に合わせた管理
を細かく行い省エネに心がけてい
ます。
・大和庁舎では、空調改修工事を
実施し、必要最小限の中央空調と
パッケージエアコンの組合せにより
施工しました。
・一部の学校、庁舎でグリーンカー
テンを設置しました。
・トイレ等消灯の励行をしました。
・クールビズの期間を、国は5月か
ら9月までとしていますが、当市
は、平成28年度から5月から10月
までとして取り組みました。（総務
課）

・夏場の冷房需要による最大
電力（契約電力）の更新を防
止するため、電力デマンドコン
トローラを用いて、きめ細かく
数値の監視・制御を実施しまし
た。（財政課）
・休憩時間、業後において、不
要な照明の消灯を励行しまし
た。（財政課）
・環境省は5月～9月までとして
きたクールビズ期間を設定し
ないとしましたが、当市では例
年同様クールビズの期間を5
月から10月までの期間として
取り組みました。(総務課)

・ごみの減量化や冷暖房の温
度設定などをはじめ、職員一人
ひとりが出来ることから省エネ
ルギーについて具体的な方向
を推進します。
・クールビズの期間を5月から
10月までの期間として取り組み
ます。(総務課)

・ごみの減量化や冷暖房の温度
設定などをはじめ、職員一人ひ
とりが出来ることから省エネに
ついて具体的な方向を推進しま
す。
・クールビズの期間を5月から10
月までの期間として取り組みま
す。(総務課)

財政課
総務課
環境交通課

14
③持続と環境
のまちをつく
る

（3）省エネル
ギーの推進

消費電力の削減

政府が自らの事務事業に関
し、2030年までに既設器具の
LED照明導入100％を目指す
としていることから、これに倣
い、市においてもLED照明へ
の切替を計画的に進めま
す。

【各庁舎】
・庁舎の照明については、老朽化
で不具合が生じたものは、修繕で
はなくLED照明に切り替えました。
・本庁舎の風除室4灯及び市民
ホール7灯をLED照明に交換し節
電及び照度（明るさ）を確保しまし
た。
・議会の白熱電球をＬＥＤ電球に変
更しました。（10か所）
・本庁舎事務スペース等の照明を
ＬＥＤ照明に切り替えました。
【学校施設】
・3校で229灯をLED照明に切り替
えました。
【体育施設】
・平成29年度～30年度で　1体育
施設（野球場）のナイター照明4灯
をLED照明に切り替えました。
・R元年度にディスポート南魚沼の
1階廊下の照明19灯をLED照明に
切り替ました。

【各庁舎】
・本庁舎南分館事務スペース
等の照明をＬＥＤ照明に切り替
えました。
・議場のナトリウム灯をＬＥＤ照
明に切り替えました。
・議会の白熱電球をＬＥＤ電球
に変更しました。（60か所）
【学校施設】
・3校で27灯をLED照明に切替
えました。
【体育施設】
中之島農村環境改善センター
多目的ホールの照明1灯を
LED照明に切り替えました。

【各庁舎】
・本庁舎北分館事務室・大和庁
舎１階ロビー等の照明をＬＥＤ
照明へ切り替えます。（財政
課）
【学校施設】
・2中学校体育館の照明をLED
照明に切替えます。（学校教育
課）
【体育施設】
・ディスポート南魚沼１階プール
等の照明をLED照明に切り替
えます。（生涯スポーツ課）
・大原運動公園テニスコートの
ナイター照明をLED照明に切り
替えます。（生涯スポーツ課）

・ＬＥＤ照明への切り替えを計画
的に進めます。

財政課
学校教育課
生涯スポー
ツ課
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15
③持続と環境
のまちをつく
る

（3）省エネル
ギーの推進

水道使用量の削減

節水型機器の計画的な導入
及び節水の励行を行いま
す。
・水道水使用量
　目標：R7年までに
　　　　 対基準値比5％削減

・本庁舎男子トイレ小便器を感応
型に改良しました。
・本庁舎南分館の男性トイレ小便
器のフラッシュバルブ6か所を感応
型に改良しました。
・女子トイレに節水のための「音
姫」を設置しました。
・R1年度に和式便器から洋式便器
に取替（2台）しました。
・本庁舎、大和庁舎、塩沢庁舎のト
イレの手洗いを自動水洗に改修
し、節水を図りました。（財政課）

・取組はありませんでした。
・R3年度実績値
　　水道水使用量
　　対基準値比　6.8％削減

・取組予定はありません。 ・取組予定はありません。 財政課

16
③持続と環境
のまちをつく
る

（3）省エネル
ギーの推進

指標による進行管理

市の業務に伴う環境負荷を
低減するため、電気、水道、
ガス、ゴミなど、使用量や排
出量の削減目標を具体的数
値として指標化し、進行管理
を推進します。

・「市自らの行動計画」を策定し、
施策を定め可能なものは数値化を
しています。

・「市自らの行動計画」を環境
審議会に報告し、市ウェブサイ
トで進捗状況を公表します。

・引き続き「市自らの行動計画」
の進捗を把握し、公表します。

・引き続き「市自らの行動計画」
の進捗を把握し、公表します。

環境交通課

17
③持続と環境
のまちをつく
る

（4）環境教
育の推進

環境活動の実施
市、関係団体、地域が主催
する環境活動に積極的に参
加します。

・魚沼地域環境保全協議会（事務
局：県南魚沼環境センター）主催の
講演会に参加しました。

・職員に対する環境教育とし
て、「雪資源を活用した地域活
性化の可能性」を表題とした研
修を実施しました。

・関係団体等が主催する環境
に関するセミナーや研修会に
参加します。

・関係団体等が主催する環境に
関するセミナーや研修会に参加
します。

環境交通課

18
③持続と環境
のまちをつく
る

（4）環境教
育の推進

環境活動の実施
市管理施設や市の事業にお
いて花壇の設置や樹木の植
栽を積極的に推進します。

・樹木を植栽することはできます
が、その後の適切な維持管理を行
うことが経費の面で困難な状況で
す。
・学校、保育園に花壇やプランター
を設置しました。

・学校、保育園に花壇やプラン
ターを設置しました。
・フラワーロード、花壇等の栽
培活動を通して学校周辺の環
境整備や美化活動・緑化活動
に取り組みました。(学校教育
課）

・学校、保育園に花壇やプラン
ターを設置します。
・フラワーロード、花壇等の栽
培活動を通して学校周辺の環
境整備や美化活動・緑化活動
に努めます。(学校教育課）

・学校、保育園に花壇やプラン
ターを設置します。

学校教育課
子育て支援
課
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